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児童養護サービスの展開とその要因

一一施設養護の位置と機能を中心として一一

野 津 正 子

1. はじめに
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2. 施設収容から里親養護へ一一1935年-----1960年

a 家庭保全策の採用

b. ジョン・ボウルヴィの母子関係論と社会養護

c イギリスにおける里親養護の推進
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111. おわりに

1. はじめに

養護はアメリカやイギリスで用いられているケアに近い言葉である。しかし

ケアは今日では多様に用いられており、たとえばアメリカでは、①「収容施設で

提供されるケア」 ②「代替的な生活設備で提供されるケア」 ③「事務所か診

療所で提供されるケア」④「家庭にあって提供されるケア」等があるとされ、
(1) 

内容も、ケアが提供される場や施設がおかれている社会的文脈によって規定さ

れている。それぞれのケアがどのように異なるのかについては、今後十分に検

討さるべきであるが、ここで中心的にとり上げるのは、主として①と②におけ

るケア、つまり児童ホームや、里親家庭、グループホーム等の児童福祉に関す

るものであり、とりわけ居住施設ケアである。
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ケアは、ロパート・モリスらがいうように(2)本来家庭に属するものであり、

ケア主体を家庭におく考え方を基本にすれば、その社会化されたこれら①から

④のケアをソーシャル・ケアとよぶのは妥当であろう。
(3) 

日本での「養護」概念は、家庭内でのケアつまり、育児・養育・教育・保護、

生活、看護等の多様な営み、しかも私的活動としての営みを包括的に表現する

というよりは、むしろ、児童福祉法や老人福祉法等の中ですでに「養護」が、

「養護施設」や「特別養護老人ホーム」等として用いられていることから「養

護」それ自体が制度的内容をも表現しており、養護=ソーシャル・ケアとみて

よいのではないかという考え方を筆者はこれまでとってきた。児童養護でいえ
(4) 

ば、「家庭の養育」に対し社会化された養育を「養護」とよんできた。

しかし、ケアの使われ方自身も、家庭内での母親によるケアとソーシャル・ケ

アを常に厳密に区別しているわけではないこと、児童のみを対象にした概念で

ないことは、養護も同じであること、ケアに近い語を探せば、養護しかないこ

と等を考慮し、本論ではケアを養護、ソーシャル・ケアに対しては「社会養護」

と表現している。また、とくに文脈上、養護の制度的、社会的性格を強調する

場合に「社会養護」を用いているo 日本では、すでに「社会的養護J という用

いられ方をしているが、ソーシャル・ケアを実態概念として把握する上で、「社

会養護」の方がより適切であると考えるのである D

本論の課題は、社会養護としての児童養護サービスの世界的動向をアメリ

カ・イギリスを中心に、いわゆる大規模収容施設養護からグループホーム等小

規模集団養護を主流にするに至った施設養護の変遷に焦点をあてて概観じ、児

童養護の展開に決定的影響を与えた政策とその要因を検討することによってと

りわけ施設養護の児童福祉サービスにおける今日的位置と課題を考察すること

にある。それはとりもなおさず施設養護の歴史的展開の時期区分を画すること

と結び、ついている。各要因は、時代背景によって規定された必然性をもち、ま

た各要因がもっ普遍的側面は、時代を超えて施設養護のあり方に今なお強いイ

ンパクトを与えているからであるo
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11. 児童養護の展開とその要因

児童サービスの展開とその要因
一施設養護の位置と機能を中心として一

1. 原型としての施設養護一大規模収容施設時代ー

19世紀末"""1935年まで

現在の施設養護の位置や機能を考えるとき、原型としての施設養護は、

かつての孤児院又は児童ホームであり、それら大規模収容施設養護からの

距離ではかられることが多い。

原型としての施設養護がいつから存在していたかについては、ヨーロツ

パでは、 4世紀コンスタンチヌス帝政下に、聖職者たちが孤児・棄児の増

加に対し、熱心な援護を行ったとされ、中世では、 11世紀修道士エギ・ド・

モンペリエによる聖霊会Confrairiedu Saint-Esprit等、宗教団体が孤児院

orphanotrophia，えい児収容所brephotrophiaの設置・運営に当っていた

とされるっこうしてみるといわゆる孤児院とりわけ乳幼児対象の育児院は、
(5) 

ローマ時代からず、っと存在していたと考えられる。

しかし、ソーシャル・ワークを近代社会のカテゴリーととらえるとき、

ソーシャル・ワークの一機能としての施設養護の歴史的出発は、やはり 19

世紀以降の社会問題として存在した貧困を原因とする孤児院や児童ホーム

に求めなければならないであろう。

ルカスとサンフォードによれば、アメリカでは19世紀中葉、貧困児を世

話するための児童ホームが、多くは教会によって、ほかに博愛団体や市民

組織によって、設立され、運営されていた。当時、貧困児童にとって選択

可能な道は、卑むべきどん底生活かワーク・ハウスか、その日暮しの浮浪

かであり、放浪がしばしば苛酷なワークハウスよりましなものと考えられ

ていたo 児童ホームは、こうした浮浪児たちの避難所 havenとしての機能

を自らに課して建設された。この避難所としての機能は、今日もなお施設
(6) 

養護の基本的性格を呈するものであり、重要であるo

ところで施設養護の歴史は、常にソーシャル・ケアの中にソーシャル・

コントロールの要素を含む社会施策によって強く規定されてきた。そして

その保護と管理の方法の相違が施設養護の歴史的段階を画してきたといえ

るo

初期の児童ホームは、浮浪児・迷い子を保護すると同時に管理したが、
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その方法は、社会からの隔離という形態で行なわれ、施設の中で、子ども

のニードの充足一養育・教育・医療がすべて行なわれたのである。しかも、

子どもを個別的にでなく集団として、ブロックとして遇していた。こうし
V (7) 

た養護形態は当時のフ、ルジ、ョワ市民の道徳観、責任や価値意識の反映であ

り、子どもの権利よりも自己の信仰目的のための児童保護であった。

これら、初期児童ホームの大規模施設収容とパーソナノレなスケールを欠

如した集団処遇 blocktreatement，隔離性が、施設養護のイメージの原型を

形成しており、200年を経た現在なおその原型イメージを払拭しえずにいる

ことはその原型を支えたものがいかに強力であったかを物語る。

では、何がこの「原型としての施設養護」を変化させていったのだろう

か。「変イ七」をうながした諸政策を生み出していった要因は何だったのか。

施設規模の縮少化等の諸変化は、単に施設養護の形態上の変化にとどまる

ものでなく、 養護実践上の諸原理の変化を伴い、 また、施設の地域社会

における位置の変化をもたらした。施設養護は、今日では新たな次元での

地域サービス・システムの一翼を担うものとして、そのレゾンデートルを

獲得しつつある o

このような施設養護の変遷を直接的に生み出した要因として、(1)里親養

護への児童保護政策の転換 (2)核家族の崩壊と家族福祉策の採用 (3)地域

福祉の展開、をあげることができるだろう。いずれも各時代毎の家族再編

政策とかかわっているが、同時に「児童の権利」への認識の深化という理

念的反映も見逃せない。

2. 施設収容から里親養護へ一家庭保全策と母子関係論の展開ー

1935年""'1960年頃まで処遇

a 家族保全の重視

「家庭は人類の文明が生み出したもっとも高貴な美しい産物である」と

し、家庭保全の重要性を最初に強調したのは、 1909年第一回ホワイトハウ

ス会議であった。同会議は、「家庭は精神の修養、品性の陶治に最も強い力

をもっ」として家庭の教育的機能をも評価し、これらの観点から、児童を

経済的理由のみでは家庭から引き離さない原則が宣言され、貧困家庭の所
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児童サービスの展開とその要因
一施設養護の位置と機能を中心としてー

得保障による家庭保全と、児童の里親養護重視の方針が従来の施設収容主

義にとってかわる端諸がきり開かれたのである。

この方針が、国家施策として確立するのは、アメリカでは1935年の社会

保障法の成立によっている。またイギリスでは、里親委託は、戦後の児童

福祉政策の基本的方向となる。

ところで家庭保全等及び里親養護の方針採用の背景にあったものは何だ

ったのだろうか。

第一は、 19世紀末以降の社会問題の発生に加え、 1930年代の大恐慌は、

それをのり切るために国家管理による強力な経済機構の確立を不可欠とす

るものであった。そのためにレツセフエールの修正は経済政策のみでなく

勤労者の私的な生活領域にまでおよぶ。とりわけ、社会秩序の維持基盤と

しての家庭への注目が行なわれるのである。第一次大戦後のいわゆる職業

婦人の大量出現は社会秩序そのものや、家庭をゆるがす要因になりかねな

かったからである o 家庭重視、家庭賛歌の大合唱はこうした危機意識を背

景にしており、それにもとづく家庭再編強化策は、女子労働の抑制と社会
(8) 

養護への財政支出の節減をねらう一石二鳥の性格を担っていたo

この家庭再編強化策は、第二次大戦後やはり女子労働の大巾な社会進出

に対して再度行なわれていく。後述するように、戦後の児童福祉政策もこ

の線に沿って家庭補強をねらう「家庭福祉としての児童福祉」という性格

を確立していくのである。

b.ジョン・ボウルヴィの母子関係論と社会養護

第二に、家庭保全、里親養護を促進したものに、ホスピタリズムへの注

目とフロイド理論を基礎とする精神分析学派の養育理論の展開をあげねば

ならない。それは、アンナ・フロイトらの戦時保育所で家族から離れて生

活する子どもの発達研究による家族の重要性の評価の他に、ジョン・ボウ
(9) 

ルヴィに代表される母子関係理論、母性剥奪理論の展開があり、戦後の児

童福祉行政と施設養護に圧倒的な影響を及ぼした。

施設児の臨床的症状は、施設における高率な乳児死亡とともにすでに17

世紀頃から注目されていた。しかし、ホスピタリズムの本格的研究は、 1930
-(10) 

年代に始まりとりわけ40年代に一定の結論が出されたといえよう。最初小
ω 
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児科医によって、ついで心理学者、児童精神医等により、観察され一発達

研究が行なわれた。たとえば、パクインは、生後6ヵ月までのある期間を

施設で過した乳児たちに、「無関心、衰弱、あおじろい顔色、不活発、微笑

ゃあやし言葉に対する無反応、食欲不振、言葉に対する無反応」等々の特
(12) 

徴があることを指摘したし、他の多くの発達研究も、施設児の発達指数の

いちじるしく低いことを明らかにした。そしてスピッツとウルフは、母親

との離別を経験した 6ヵ月から 9ヵ月までの幼児を診断した結果、 20%が

悪性の、 27%は軽症の抑うつ症を示すことを発見した。(13)

これらの研究と、ボウルヴィ自身の事例的研究により、ボウルヴィは、

ホスピタリズムの原因が乳幼児期の母性的養育maternul careの喪失にあ

ると結論づけたのである。

その理論的説明を彼は次のようにいう。子どもの人格発達は自我(矛盾

した要求を調和し、現実世界における満足を追求する心的機構)、と超自我

(自我の内部の良心、両親の願望)の発達を必要とする O それらは抽象的

能力を保持する能力と機能面で密接な関係をもっ。自我と超自我の発達は

両親によって示される型を自分自身のもとに統一する機能の発達を意味

し、乳幼児期における母親との継続的で満足な人間関係の中で形成される。

母性的養育の喪失 maternal deprivalionを経験した幼児たちの自我およ

び超自我は未発達であり、その行動は「衝動的、無統制的、瞬間的である

から長期的目標を目指して行動することができない。そして母性剥奪にさ

らされると、その直後はもちろん成人においても好ましからざる結果を想

定しうる J0(14) 

以上が、ボウルヴィの見解であった。それ以後、この母性剥奪理論に対

し若干の批判的見解がのべられることはあったが、総じて諸研究は、ボウ
ω 

ルヴィの見解を補強しこそすれ否定しうるには至らなかったといえる。

ボウルヴィの、母性的養育の喪失の弊害に関する理論は、施設養護の全

面的否定論ないしは施設必要悪論としてうけとめられていった。しかしな

がらボウルヴィ自身は、施設養護を100%否定したわけではない。施設にお

ける代理母親による親密なケアが部分的に母性的養育喪失の悪影響をカパ

つ臼
F
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児童サービスの展開・とその要因
一施設養護の位置と機能を中心としてー

ーできることや養子縁組や養育ホーム boading-home(里親)，そして施設

養護の一定の必要すらも認めていた。ただし無原則にではない。施設の有

用性は次のような子どもの場合にあるとみるのである。
U (16) 

(a) 里親と正常な人間関係を持つことができない極端な不適応児

(b) 個人的生活を必要としない青年や親との情緒的関係を持続し、そのた

めの他の人物を親代りとして受け入れられない青年

(c) 短期的保護を必要とする 6、 7歳以上の子どもたち

(d) 子どもと里親の人間関係について親が警戒心を抱いたり、決心にとま

どって子どもを里親にあずけることができない場合

(e) 兄弟姉妹の数がないために数カ所の里家に分散して保護しなければな

らない場合。

ほかにボウルヴィは、養育ホーム boarding-home斡旋の際とるべき原則

についてのべているがその一つは次のような原則である。

「その場のがれの斡旋は、子どもに不安感を与えるばかりでなく、里母

に不満な感情を起させる。子どもを不幸にしないためには現実に則した長

期対策が必要である。J(17) 

措置に当つてのジョン・ボウルヴィのこうした考え方は、戦後の児童養

護に必ずしも生かされてこなかったと思われる。しかし近年になって、そ

の場かぎりの場当り的措置のしかたは改められつつある。すなわち、十分

なアセスメント(親と子について、 Absence，Condition， Conductにおけ

る問題についての事前調査)にもとづき長期的計画を立て、養子縁組、里

親養護、集団養護へと措置を行う permanentplanningの考え方がアメリ
(18) 

カで立てられ活用されるに至っているo これはジョン・ボウルヴィの措置

の考え方や原則をさらに発展させたものといえるであろう。

それはともかく、ホスピタリズム論や母性的養育の絶対視は、戦後政策

の児童福祉に里親重視、施設否定の決定的方向を与えるものとなった。そ

れだけではなし」母子関係論は、 1960年代のアメリカにおける「スポック

博士の育児書」にみるごとく、母子のスキンシップの強調等により、母親

を家庭にとどめさせる役割を果たすと同時に、デイ・ケアを含む社会養護全

体に否定的評価を与える結果となった。こうして戦後の児童福祉は、母子
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関係論と社会養護との基本的葛藤を内在させたまま展開していく。そして、

社会養護実践は母子関係論をしだいに批判・修正していく。

c イギリスにおける里親養護の推進

イギリスでは、第二次大戦直後、「正常な家庭生活を奪われた子供の養育方

法J を調整するための「児童養護委員会」が設置された。カーチス Curtis

委員会がそれで、ある。カーチス報告は、次のように施設養護を批判する。09)

「多数の施設がもたらしたものは、子どもたちに対する個人的関心や愛

情の驚くべき欠如であった。ホームの子どもたちは、自分の権利、財産、

自分の生活、自分のなすべき貢献を有する個人として認められることはな

かった。自分が引きこもることのできる場所や静かな部屋など与えられる

ことなく、大勢と一緒に食べ、遊び、眠る、群の中の一人にすぎなかった。

もっと重要なことは、誰が自分の幸福に真面目に関心をもっていたか誰が

人間として自分を世話したのか、思い浮べる人間をもっていないという点

である。」

こうした施設批判とともに、カーチス報告は実親と生活できない児童の

養護方法として里親委託を強く奨励した。 1948年の児童法ChildrenActは

戦後の児童保護法制の基本的枠組を築くものであったが、これ以後、地方

自治体により要養護児童のより多くが養子縁組や里親養護に措置されてい

った。当然のことながら、施設児童数は減少し、施設在籍期間も短くなり、

また施設規模も縮少し、さらに個別的、家族的処遇が施設の中にとり入れ

られていった。この傾向は現在に至るまで続いている。

しかし、里親養護、養子縁組重視等にもかかわらず、里親養護の割合が

施設養護を上回るのは1970年末から80年にかけてであることは注目され

る。これは、施露穆議カ吹善の策としてであれ、あるいは特別のニードをもっ子

どもに有効な養護としてであれ、社会養護の重要な一翼をになってきたこ

とを示すものといえよう。コミュニティ・ホーム制度を定めた1969年の児

童青少年法 childrenand Y oung Persons Actを経て、再度里親制度に重

点、をおく 1975年の児童法childrenActへの戦後政策の流れの中で、里親養

護主義に対する批判も生れてきている。養護児童による養護問題検討委員

会報告(1977年)やパークレイ報ι (1982年)は、里親養護が必ずしも万
(20) 口仰
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能策ではないことを当事者である子ども自身の声をとおして指摘している

のである。

3. 家族サービスとしての児童養護の確立ー1960.-..70年

第 1回ホワイトハウス会議の諸原則は、第 2次大戦後も、踏襲され再確

認されていく o 1959年の合衆国児童権利宣言には次のように謡われた。

「児童は人格の完全で調和的発達のために愛と理解を必要としている。

児童はどこにあっても可能なかぎり両親の養育と責任のもとに成長し、ま

たどのような場合でも情愛ゆたかな道徳的・物質的に安全な環境において育てら

れねばならない。幼い子どもは例外的環境にある場合をのぞいて、母親か

ら切り離されてはならない。社会と公的権力は、家族のない子どもた

ちと、適切な援助をもたない子どもたちに対し特別な養護を与える義務を

もたねばならない。大家族の子どもの生活費への州補助金及び、他の援助が

のぞまれる Io.J (22) 

子どもを家庭から分離させてはならないとする考え方は、やむを得ず引

き離す場合には個人家庭への養育委託が優先的に選択されていく傾向を助

長した。

a 児童福祉概念の拡大とその要因

ところで、アメリカでの家庭の養育責任の強調と家庭保全策は、 1960年

代に入り伝統的核家族の崩壊という大きな壁にぶつかることになる。

第一は、女子労働者が第2次大戦当初に比べ約 8倍に増大、r1948年から

1969年の間に6才以下の子どもをもっている母親の労働力に占める割合は13

%から30%に増加し、 6才から17才まで学令期の子どもたちをかかえてい

る母親の労働力は31%から51%に増加」した。このことは女性の社会と家ω 
庭における伝統的な地位に変化を与え、性別分業を前提とする伝統的家庭

像を変え、アメリカ社会の価値意識体系を根底から揺がす原動力の一つに

なった。

第二は、核家族の変容・崩壊は、家族形態の多様化となって現象したこ

とであるo

離婚が増大し為 1960年代結婚数に対し離婚割合は、 4組に 1組となる。

一方で、再婚率も高く、結婚あるいは、家庭願望への強い志向は残ってい
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ることがうかがえる。 1970年の第 7回児童福祉・白亜館会議報告書は、そ

うした状況下で伝統的な核家族とその変形及び実験的家族が次のような形

態で存在していることを記している。

核家族とその変形

(1) 夫婦と子どもからなる核家族 NuclearFamily， (2) 2人だけからな

る核家族Dyadic Nuclear Family， (3) 共かせぎ家庭Dual Work 

Family， (4) 単親家族 Single-Parent Family (5) 三世代家族

Three-Generation Family， (6) 中・老年夫婦家族Middle-agedor 01d-

aged Couple， (7) 同族近接居住家族Kingnetwork， (8) 第二期就職

家族Second-CareerFamily， (9) 施設家族IustitutionalFamily 

実験的家族形態

(10) 夫婦を・単位とする共同体的家族Communefamily， monogamous 

(11) 共同体的家族、集団婚姻関係 Communefamily， group marriage， 

(12) 婚姻関係によらない親子家族 Unmarriedparent-and-child family-

一婚姻は希望しながら不可能な母と子どもの家族。

(13) 婚姻をむすばない夫婦と子ども家族Uumarried-couple-and-child-

family 

(14) 向性結婚による夫婦と子どもの家族Homosexual-couple-and-child

family一一ー子どもは非公式か、法律的に養子にしている。

以上により、社会制度としての伝統的な家族はくずれつつあり、新しく多様

な家族形態が生れつつあることがわかるo 同時に、子どもたちは、実親の

もとでの家族のみを経験するのでなく、離婚等の親の事情によって、幾多

の家族形態と複雑な人間関係を体験していくことになるのである。

第三に、児童虐待、放任、非行の増大が見られることである。 1960年代

が、「残酷な児童虐待がまったく通常のことになり、何百万という子どもら

は薬物へと走り、 10代の自殺率は衝激的である。 FBIのレポートによれば

少年犯罪発生率は記録的な高率を重ねているという o 福祉対象者名簿は膨

張を続けており、警官やその他の権威を代表する者は攻撃にさらされてい

る。そして大変な数の若者たちは親たちから疎外された状況にある」と、

第7回白悪館会議は報告している。
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親による、文は「児童の福祉に責任をもっ人間による」児童虐待の増加に

対し、 1963------4年以降各州で児童虐待の通報を義務づける法律Child

Abuse and N eglect Reporting Actが制定され、国レベルでは、 1974年児

童虐待防止および措置法 ChildAbuse Prevention and Treatment Actが

最初の国家法として制定された。つづいて国立児童虐待・放任問題研究セ

ンター NationalCenter on Child Abuse and Neglectが設立され、虐待・

放任の原因、予防、措置・国家負担、残酷さを増している事件の発生状況

等の把握を含む諸研究が開始された。こうした事情は、虐待・放任がいか
(24) 

に深刻化しているかを示すものであると同時に、家庭の養護機能の喪失に

加え、親子関係そのものが深刻な危機的状況におかれていることを表現す

るものであるといえる。これらの現実は母性は家族関係、社会条件を通し

て発現し、それら条件によってはマイナスにも発現することを示すものと

いえよう。ジョン・ボウルヴィの生母=母性信仰は、児童虐待の現実の前

にもろくも崩れさるのである。

一方、児童自身もマス・メディアの強力な影響によって従来の児童のイ

メージを喪失していく。

ニール・ポルトマンは、とくに児童期が情報の洪水とオープン化、犯罪

の低年令化等により大人との区別が現象的になくなっている状況を指摘し

ているo また、マリー・ウィンはとくに思春期の子どもたちが親には手に
(お)

負えなくなりつつあることを述べている。側

第 7回白亜館会議のレポートは、これら現代的動向である反抗する思春

期の児童を取り扱うにあたって、家庭は「長い歴史的な体験をなにももち

合わせていないのである」と家庭機能の無力なことを指摘しているo
(訂)

以上この時期を特徴づける要因は、婦人の圧倒的な社会的進出と核家族

の変容，養育機能の低下、喪失そして青少年問題の深刻化にあることを示

しているo こうした事態は、とりもなおさず、いま崩れつつある家庭の養

育機能を支え、補強する社会的施策の必要を迫っていた。

1962年社会保障法改正はそうした事態への国家レベルでの対応を示すも

のであった。改正は、まず児童福祉サービスが、「要養護児童をもっ家族への

援助(AFDC)Jプログラムの中で提供されることと児童福祉サービスの拡

円
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大をもとめ、それを行う州への国費支出を定めたものであった OI2PJ*族援助が

所得保障のみでなく諸サービスの提供を含めたものとなり、児童福祉サービ

スは、家族サービス homeservice to childrenとして提供されることにな

った。すなわち、従来児童福祉サービスは、里親委託、養子縁組、施設養

護に限られていたのが、その対象領域と機能を拡大し、すべての子どもを

対象に、その成熟に必要とされる社会的保護を家族援助という枠組を通し

て提供することを州政府に課したのである。

こうして、児童福祉サービスは、親の養育を支持・補充するとともに次

のような活動に対してスーパーパイズする公的な社会活動となったのであ

る。

(1)子どもの放任、虐待、非行をもたらす問題の、予防と解決 (2)家庭の

ない要養護児童、遺棄された児童に適切な養護:里親家庭や養子縁組を与

えること (3)t動いている母親の子どもの福祉を増進すること (4)家庭を強

化し家庭から離れている児童に適切な養護を与えること。側

1967年「児童福祉サービス」を著わしたカドゥシンもまた児童福祉サー

ビスは;親に対する支持的サービス、補足的サービス、代替的サービスの三

機能をもっとした。支持的サービスとしては、家族サービス、児童ガイダン

ス、クリニッ久保護的サービスが、補足的サービスとしては、保険と扶助の

所得維持プログラム、ホームメーカー・サービス，デイ・ケア・プログラムが、

代替的サービスとしては、里親養護、養子縁組、施設養護があるとした。側

代替的サービスを基本とする児童福祉のあり方から家庭養育への補充的

サービスへの転換がこの時期の特徴であるが、このことが、本来代替性を

本質とした養護サービスの形態や実践に大きな影響を与えていくことに

なった。それを同じくアメリカの社会養護の展開にみてみよう o

b.社会養護の新しい課題と機能

まず、母親の就労と家族形態の変容、多様化は、それ自体が、児童養護

サ「ピスの新らたな開発と供給を求めるものであった。つまり母親の就労

はぜ広範な昼間保護サービスの必要を意味したが、ほかに核家族・単親家

族、離婚、家族の移動、別居等は、病気・長期出張等の緊急時の養護問題

を多発させ、一時的緊急的社会養護の必要を生じさせた。これらは、養育
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の短期的代替であるが、親子関係の正常な機能を保持しつつ、さらには適

切な養護プログラムによって、親子関係の改善・強化への援助にもなりう

るものとして存在する。つまり一時的短期的代替養護は、代替を目的とす

るのではなく、家庭機能の正常な発展と維持にとっての一つの社会資源と

して存在する。この点に、この時期の養護の新しい位置と機能を見い出す

のである。

第二に、この時代の要養護児童は、もはやかつての孤児・貧困児として

あるのではなく、産業化、核家族化とその崩壊等によって生み出される。

一方で昼間保育に代表されるように正常な家庭養育を損わずに一部代替的

養護を必要とする要養護児童が、他方で放任、虐待等を受け家族ばかりか

親族や地域社会からも排斥されている要養護児童が生み出されている。彼ら

は、心理的精神的損傷を受けた子どもたちであって、孤児よりもはるかに

養育困難性をかかえているのである。そしてその中間に、ティーンエージ

ャーで、親との関係がうまくいかず非行等の問題をかかえる要養護児童

が存在する。

第三に、そうした多様な要養護児童の養護は、単に避難場所の提供とい

うだけでなく、子どものニードにこたえその健全育成を援助するプログラ

ムと、親の養育能力の維持や開発をはかるプログラムそして親子関係の改

善と維持をはかるプログラム等プログラムの重層化を必要とするo つま

り、養護の質的側面への関心が生じてきた。心理的損傷をもっ児童には、

親と子両方に対する心理療法等を含む専門的処遇が要請されてくる。

第四に、施設の小規模化がこの時期一層すすみ、家族的規模の生活単位

small group living unitの創造が盛んとなった。 1950年代に30:，，-，40名から

20---...25名規模に移行していたが、 1960年代初めには15~18名に、 1960年代

末には上限が12名になり標準は 8:，，-，10名となった。その間伝統的施設がそ

のまま小規模化したのではなく、新しい理念にもとづく新しいタイプの施設、!

グループホームや家庭寮がしだいに施設養護の主流を形成していく。また、

少人数の子どもとの親密な生活は、寮父母houseparentの資質向上を促が

した。寮父母らは、いまやコントロールや管理、家事技術ではなく、小規

模生活集団がもっ個別的環境の中で、カウンセラーであり、親代わりであ
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り、しつけの担当者であることが期待された。(30

第五に、家族関係に問題をもっ子どもの児童ホームへの措置は、家族が

新しい出発をするための機会を提供するという性格をもっ。すなわち児童

ホームは、家族関係のたて直しのためのー資源として存在する。この場合、

児童ホームは家族と共に共同計画構想、 conceptofco・planningを有し、親
仰

の養護プログラムへの参加が求められるJ親は、家族プランを活動させて

いくパートナーとして児童ホームを受け入れる」ことが求められるのであ

るo家族プランによって、親が事態を認識し、議論し、児童ホームやコミュ

ニティが提供するカウンセリングや心理療法を受け、問題を克服していく

のである。

以上のような養護サービスの発展がこの時期に特徴的にみられる中で、

ルカス等は、家族関係によって混乱させられている子どもたちにとっても、

またその修復のための家族計画にとっても、こうした集団養護groupcare 

のシテュエーションはもっとも建設的な方策the most structural 

resourseだと評価している。(32)

c 家族サービスとしての児童養護の問題点

ところでこうした児童養護を含む児童福祉サービスの発展的展開、すな

わち代替的サービスから家庭養育の補充的サービスへの'性格転換がもっ問

題性を指摘しておかなければならないであろう。

その第一は、児童福祉が、本来児童を対象とした福祉であるにもかかわ

らず、家族機能の補充的性格を強調する児童福祉は、児童福祉が本来有す

るアイデンティティを、家族福祉サービスに結合ないし解消してしまう危

険性が存在することである。児童福祉の領域は、児童の誕生から成人に至

るまでの生活環境、家族、地域社会等の諸関係の中で、保護・教育、医療

を含む児童の成長・発達への社会条件の整備や健全育成への援助プログラ

ムにある筈である。家族関係は、そのうちの重要な柱ではあってもすべて

ではありえない。かくして、児童福祉を家庭至上主義的に家族関係に収数

させていく傾向には問題が残るであろう。

第二は、家族機能の補完という場合、家族イメージは多様でありまた流

動的ですらある。性別分業を旨とする伝統的家庭生活への疑惑は、撤酬度に
(33) 
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よらないカップルや単身世帯を増加させている。そして、これらの現象は、

将来何らかの形で家族が存在するとしても、おそらく現在の家族が存在す

る条件とは異なった条件によって支えられるものになるのではないかとい

うことを想像させる。たとえば、血縁を成立要件としない家族が多数生ま

れる可能性もある。

このように、家族状況の実態の変化があるにもかかわらず、児童福祉に

おいて家族関係、親による養育への絶対'性ないしはゆるがぬ信頼が存在して

いることをどのように理解すべきであろうか。また、婦人労働の進出や家族

状況が、デイ・ケア(保育)や、短期的緊急的養護を含む社会養護を必要

としているにもかかわらず、それに対する公的保障がきわめて乏しい状況

であることは、何を意味しているのであろうか。一つには、あくまでも、価

値意識体系の危機に対する家庭再編強化策として、-家庭に至上の責任を回

復させようとするものであり 他は、養育は個人の自由と責任に属するも

のという観念やそれが親子関係という情緒的関係の中で行なわれるとき

もっともうまくいくという経験的知識が大きく働いているのかも知れな

い。だが親子関係をとりまく環境や社会条件も変化し、親子関係のみで子ど

もが育つ時代ではなくなったことも事実である。親子の情緒的関係を大切に

保持しながら養育の機能的部分を可能な限り社会化していく社会養護が子

どもの生活と成長に必要であり、また養育のある部分を社会化することに

よって親子関係それ自体が維持されるという状況にわれわれは在るのでは

なかろうか。

4. コミュニティ・ケア、脱施設化の展開と施設養護ー1970年代--1980年代

1970年代に入ると、 1960年代から主張されてきたコミュニティ・ケアが

本格的に展開されるo イギリスにおけるコミュニテイ tケア政策や、アメ

リカにおける社会保障法改正が、それらの具体化を示すものであるo 「コ

ミュニティ・ケア」や「脱施設化」をどのように理解するかは、それ自体

大きな問題であり、また、「コミュニティ・ケア」と「脱施設化」は、必ず

しも同じ内容や方向を示すものではないように思われるのであるが、ここ

では、それらを、とりあえず対人福祉サービスの供給方式を示すものであ

り、施設収容主義から在宅ケアへの転換、もしくは、サービス供給の場の
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転換(施設からコミュニティへ)と、それにともなうところの福祉関連諸

分野の統括やサービスのマネージメントに関する諸施策と理解しておく。

ここでは、コミュニティ・ケアや脱施設化政策が、施設養護にどのような

影響を与えているかを概観する。

a.イギリスにおけるコミュニティ・ケア

ロパート・ピンカーによれば、イギリスにおけるコミュニティ・ケアに

ついてその戦後の重要な発端は、児童福祉分野であり、つづいて精神衛生

の分野で主要な展開をみせた、とのべている。児童福祉部門では、 1948年
(34) 

の児童法によって地方自治児童部門が創設され、その監督、責任のもとに

里親、ボーディンーアウト、養子縁組が推進された。この方向は、 1963年

児童青少年法Childrenand Y oung Persons Actの予防的活動と在宅ケア

の推奨に受けつがれる o さらに1969年の児童青少年法は、教護児童の収容

保護システムを再編成し、児童ホームと教護院を統合することによって、

「コミュニティにおける少年犯罪者に対する中間的処置 intermediate

treatementという新しい形態が導入」されることにより、ここにコミュニ
俗)

ティ・ケアの一つの具体化をみたのであるo

児童ホームと教護院の統合施設はコミュニティ・ホームとよばれ、独自
(36) 

の運営・組織をもっ Communitysystemによって運営されている。

コミュニティ・ホーム・システムの再編成過程で、多くの民間児童保護

団体や慈善団体により経営されていた施設が統合整理、売却、自治体へ委

譲された。もちろんコミュニティ・ホームとして多くの民間団体が経営に

当っているのも事実である。

しかしながら、 1975年児童法は、里親制度に再度重点を置いた児童養護

体系を打ち出している。それには公的支出削減が大きな要因となっている

が、この法律により、 1960年代から1970年代に低迷していた里親委託が、

地方自治体によって強力に推進されていった。里親委託率は1973年から
(37) 

1982年の10年間に32%から42%に上昇、寄宿舎や住込み、家庭在留の養護

児童をのぞいた残りの養護児童については、委託率は1982年52%になった

という。 D.パーリッジによると、 1970年から1980年の10年間で、児童ホー
(濁)

ムの数は最低限まで減少し、養護スタッフも÷減り、施設養護児童も附

q
L
 

P
h
u
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年以降1980年度の 5年間で15%減少した。逆に12%、4000人の里親養護児

童が増加した。そして、もっとも強烈な影響を受けたのは大規模でコスト

のかかる居住施設のコミュニティ・ホームであり、多くが閉鎖された。そ

して奇妙なことに、居住施設の児童数減の一方で、不適応児のための寄宿

学級boardingschoolは過去10年内にドラスティックに増加し、 10，000人

の子どもを数えているという。側

Table 1.1 Chrldrens hom回 isEngland are Wales， March 1980 

Local 
Voluntay private All authority 

N umber of homes 1.634 加8 71 1.993 
Chilren r白 ident:

Boys 9.642 2.614 390 12.646 
girls 6.942 2.127 246 9.319 

Total Children 16.588 4.741 636 21.965 
Number of child. 

care staff: 
Full..time 6.709 1.897 295 8.901 
Part.time 1.513 427 60 2.000 

Total chi1d.(:are 8.222 2.324 お5 10.901 
staff 

(from. D. Berridge 'Children Home') 

このような状況の中で伝統的な施設養護は自己変革を試みざるを得な

い。 1876年創立以来小人数夫婦住込みの家族的養護を続けてきたバーナー

ド・ホームが養護児童の質的、変化に対応してファミリーグループホーム

方式をやめ専門治療施設化しそして最近では里親委託前訓練機能を取り入

れ始めていることを小坂和夫氏は伝えている。棚

以上のような施設削減策に対し、 D. パーリッジは、施設養護

に関する諸決定の多くが不適正な情報にもとづいて行なわれていること

を批判し、次のようにのべているJたとえば児童ホームに生活する子ども

たちの背景に何があるか、どのようにして施設養護に入るようになったか、

子ども達のニードに対してどんな対応がなされているのか、また児童ホー

ム部門についてもほとんど知られていない。したがって、これらホームに関
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するより多くの知識をあつめ、現在行っている貢献を評価し未来の役割を

考えることが児童養護の展開をみるとき重要である。児童ホームは斜陽で

あるというのではなく、以前のものとは異なり、そして以前にもまして重

要な役割を果していることを磁周することかできる。我々は過去にあったよりも

もっと大きな機能を児童ホームが遂行していることを明らかにしたし) J (41) 

b.アメリカにおける動向

つぎにアメリカでの動向に目を向けよう。

1960年代は、公共部門でのソーシャル・ワークの拡大の時期であったが、

70'"'"'80年代は、それらの地域における統合化，システム化の時代といえる。

それは所得保障と対人ソーシャル・サービスを切り離し、後者を州に引き渡

すことを定めた1975年社会保障法の改正(タイトルxxの設置)と、 1972

年ソーシャル・サービスの拡大に対する公費支出の上限 serviceceilingを

設けたことによって促進された。

タイトルxxの基本的な考え方の一つに「目標構造として基本的な目的

は、施設収容からその反対極としての「自活self引 lpportJへと出来るだけ

移動させることである」というのがあり、また1981年には「定員25名以上
仰

の公立児童福祉施設に連邦補助金が支給されないことが決定される」等、
(43) 

諸政策はホ脱施設化府の思想を含むものであった。

サービスの統合化は、 1981年ソーシャル・サービス補助金一括法 Social

Services Block Grant Actによりさらに推進される口

1975年の法令の影響についての Children'sBureauの調査が行なわれて

いるが、その結果は、 1976年の初期段階で25州の調査対象のうち 3州のみ

が児童福祉の独立した行政部門を保持しているほかは、ほとんどがソーシャ

ル・サービス局に統合され、 2'"'"'3の州では包括的ヒューマン機関にすべ

てのソーシャル・サービスが含まれている、ことを明らかにした。 (4~

従来、保健・教育・福祉省の人間開発局下の児童発達局 Officeof Child 

Development (OCD)は、 1979年多様なプログラムを統合させて、児童・青

年・家族サービスの行政機関 Administrationof Service for Children 

Y outh and their Families (ACYF)にその名を変えるo 一時は、児童福祉

のアイデンティティの喪失や、蓄積された児童福祉の知識・経験・専門ス
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タップの分散が危倶されることもあったが、児童の虐待・放任に関する分

野で、 1974年に児童虐待防止及び措置法(最初の国家法)が成立し、国立

児童虐待・放任問題研究所が設置されるに及んで、児童福祉分野の専門化

はすすんでいるという。倒

1980年の連邦養子縁組援助及び児童福祉法 Adoption Assistance and 

Child welfare Act of 1980は、「①不必要な社会養護への措置の削減、②

家庭代替的な児童養護の制度・方法の再統合の促進、③要養護児童の養子

縁組の推進 ④養護期間の短縮iF目的とするとされているoそこにはノー

マリゼーション、脱施設化の思想、が公費支出抑制政策と共に含まれている

とみられる。

ほかに1979年ニューヨーク児童福祉改革法も、児童のニードへの-特別な

注意の必要を求め、家族サービスとの調整を求めている。

財源削減の中でより効果的なサービスを達成するための努力は、たとえば、

連邦政府の里親養護奨励が要養護児童のうちの孤児や家庭に問題をもっ児

童の養護問題の解決策として十分なものかどうかに疑問が出されて、子ど

もと家族のニードに則した問題解決のあり方が追求されるようになった。

すなわち措置過程での諸決定が、子どもと家族の両方のニードの十分なア

セスメントと、措置計画原則にのって行なわれるようになった。その原則

は、児童に対する永久的計画原則Theprinciples of permanency planning 
師

for childrenとよばれるもので、次第に知られ、いまでは児童福祉の全措置

過程を規定するものになってきた。

c. コミュニティ・ケアと施設養護の位置

かくして、アメリカの児童福祉は、家庭機能の強化と補足のために、可

能な限り家庭内サービスが子どもに与えられること、関連分野の多くの機

関がそれにかかわること、もし家庭外養護が必要ならば、それは最少限の

代替でなければならない。デイ・ケア・ホームかデイ・ケア・センター、

自立のための雇用が考慮される。フル・タイム養護が一時的に必要なとき、

里親家庭が探される。養子縁組は、子どもが永久的な養育者を必要とする

時求められる。

集団養護は、主に年長児やまた家庭や地域の資源では充足されない特別
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のニードをもっ子どもに利用されるものとなっている。グループ・ホーム

は、青年に家庭生活を与えるものであり、大きな集団居住施設は特別のサー

ビスが必要なとき使われる。居住学校resedentialschoolは、トータルな治

療的環境が望ましいとき選ばれる。

ある種の集団養護施設は医療や障害児や非行等により特別の処遇プログ

ラムをもっ施設であり、児童福祉分野外のものと考えられている。

こうして、デイ・ケア・里親養護、養子縁組、グループホーム、大規模居

住施設、居住学校等が、子どもの必要に応じて利用され、児童福祉サービス

体系の中で、それぞれ底惰併史観ゆ担をもって、位置づけられているといえる。

ここでは、里親か施設養護かの二者択一的選択ではない、また施設養護の全

面否定も見当らない。家庭内養護を中心にして、家庭外養護、施設養護、

非施設養護が一つにつながり相互関係をもちながら児童養護の全体をっく

り上げている。それはまた脱施設化の内容すなわち「①規制の多い生活か

ら少ない生活へ ②大きな施設から小さな施設へ ③大きな生活単位から

小さな生活単位へ ④集団生活から個人の生活へ ⑤地域社会から隔離さ

れた生活から地域社会の中で統合された生活へ ⑥依存した生活から自立

した生活へJ を示すものであるとしても、施設養護それ自体を否定するもの」側

ではない。それどころか、施設養護はコミュニティをケア供給の基礎的場

とするサービスの包括的統合的な供給体制を構成するのに必要な一つの社

会資源として再評価され積極的役割が与えられている、と考えられるので

ある。

ここで、アメリカにおける施設養護の動向調査を紹介しておく。 M.M.

ドールらが1981年から1982年に行なったもので、児童・青年のための居住
側

型集団養護施設が、 1950年から60年代に芽生えた脱施設化論その他の新し

い思想、や運動によってどのような影響を受けたかを、 1966年の調査との比

較において統計的にあらわしたものである o 調査結果の報告論文の中から

数値をひろい出し、表に作成したのが次の表 1から表4である。
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褒 1966年一1982年居住型児童集団養護施設の基礎データ比較

(全国)

1965-1966 1981-1982 

施設総数 total facilities 
2，598 100.0% 4，814 100.0% 増減率

(2，368) 

施 妊産婦少女 Cure of Pregnent 

設 ケ ア Adolo配 ents 212 115 2 -45 

の
児童福祉法 child Welfare 1，424 55 1，770 37 24 

種
少年司法 juvenile justice 647 25 1，642 34 154 
精神衛生 mental health 315 12 1，204 25 282 

類 薬用濫用 drug abuse 83 

施設 総 定 員 total capacity 171，222 172，939 

注:1) 施設数は50州と領土を網擢

2) 施設は 7名以上をケアする施設とする

3) 調査の対象は、養護・放任・虐待・非行・常犯・情緒障害・精神病・アルコごル濫用等の

児童・青年へのサービスを行っているもので、精神薄弱・肢体不自由・病弱児施設はふくま

れていな~ )。

表 2 全居住型児童養護施設における 褒 3 種類別児童養護施設の

公・私立の割合 公・私立の割合

1966 1982 

公立施設 32(%) 34(%) 

私立施設 68 66 
一」

褒 4 定員規模別児童養護施設数

定員規模 19侃 1982 

7----12 207 2，066 
13"'20 299 692 
21----50 859 1，229 

20名以下 24% 57% 
50名以下 60 83 

公立施設 私立施設J

196611982 1966119821 

施児童福祉設 14% 
% % 

(83) % 17 (86) 

助 産 院 1 7 (99) (93) 

少司 年法 (80) (63) 20 37 

精衛
神

(39) (23) 61 77 
生

( )内は推定値

1966年と1982年を比較すると施設総数が 2倍近く増加していることが注

目される o とくに少年司法や精神衛生の施設の増加が著しい(表 1)。これ

は、アメリカにおける青少年問題の深刻さを示している。
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一方、児童福祉施設数は346増えているが、全施設に占める割合は、 55%

から37%に減少している(表 1)。

施設数の 2倍近い増加は、しかしながら総定員数では1，712名増であるか

ら、施設定員規模の約50%減の縮少化が急速にすすんだことを示している。

表4は、施設定員規模が20名以下の施設が57%を占め、 1966年と比較する

と4倍以上増加したことを示しているo

公立施設がとくに児童福祉施設で増加していることは、里親養護奨励の

風潮の中で注目される点である。ただし、公立施設の割合は圧倒的に少な

く17%で、民間施設は83%で民間主導型である。

こうみてくると、脱施設化やノーマリゼーションの展開は、施設数には

ほとんど影響せず(むしろ増加)、養護内容の発展(在圏期間の短期化や親

との共同養護、地域との交流等)を伴う施設規模の縮少化や、施設機能の

変化としてあらわれていると考えられる。

111.おわりに

以上、児童養護サービスの歴史的展開を、それに直接的な影響を与えた要因、

主として政策とそれにかかわる要因を中心にみてきた。里親養護優先政策、家

庭機能の補足策としての児童養護、そして脱施設化・サービス統合化は、それ

ぞれの時代背景とくに国家財政の縮減や家族再編策という国家政策と結びつい

ている面が多いのが実情である。しかしながら、児童養護の歴史が時の政府の

様々な政策的インパクトを受けながらその本流のところを築き、動かしてきた

ものは、別のところにあったのではないか。それは、 1924年のジュネープ宣言、

そして、 1948年の世界人権宣言、 1959年の児童権利宣言等にみられる「児童の

権利」への認識であり、児童もまた幸福を追求し、生活主体として生きる権利

をもっとする思想の深まりではなかっただろうか。それは、弱肉強食・優勝劣敗

の市場原理の児童養護への貫徹を防ぎ続けてきた論理であるとともに、施設への

隔離収容を解体させていったホ思想。であった筈である。

さきに紹介した施設調査にあたった M.M.ドールらは、その報告の最後に

施設養護resic1ential serviceに20年以上にわたって影響を与えてきた三大原

理として、ノーマリゼイションnormaligation，脱施設化 de-institutionalya tion， 
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「処遇への権利J the right to treatmentをあげている。「処遇への権利J をク

ライエントの正常に生活する権利、社会養護を受ける権利、サービスに対する

クライエントの主体性の確立等々と理解するとすれば、この「処遇への権利」

こそ、児童養護の流れを本質的に形成してきたものではなかったかという気が

する。その具体的展開としてノーマリゼーション、脱施設化も必要な原理であ

った。

ジョン・ボウルヴィの提起した母子関係論や処遇原理は、児童の社会養護の

あり方への基本的な問題提起となった。今日では一定の批判・修正が行なわれ

つつも、発達理論としての母子関係理論は、措置計画原理としての permanent
(泊)

planningの中に生かされ、根づいている。その中で施設養護は否定されること

なく、施設養護か家庭かではない児童養護の一連のつながり continumof care 

の中に位置の確立をみせはじめている。つまり、母子関係論=家庭重視と社会

養護の調和・補充的関係が成立しているのである。

日本の児童養護は、以上の要因や原理をどう受けとめるのか、施設養護をは

じめとして現代社会の家庭養育に不可欠な児童養護サービス体制をそれら諸要

因、原理に照してどのように発展させていくのかが、次の問題である。
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